
１ 工事契約の締結

・一般財団法人 川崎市まちづくり公社において、令和５年４月１０日付けで建築工事契約を締結 

その他、電気設備工事、空気調和設備工事、衛生設備工事、昇降機設備工事の計５契約を締結して工事を

実施する。 

※建築工事に関する内容は以下のとおり。 

（１） 工事名 

  仮称新川崎小学校新築工事 

（２） 工事場所 

  川崎市幸区新小倉 545 番 83、84、86 

（３） 契約方法 

  総合評価一般競争入札 

（４） 契約金額 

  6,820,000,000 円（消費税及び地方消費税含む。） 

（５） 履行期限 

  令和７年１月１５日 

（６） 契約の相手方 

  山根・野州・ハヤカワ共同企業体 

   代表者：株式会社 山根工務店 

   構成員：野州工業 株式会社、株式会社 ハヤカワ 

（７） 構造・規模 

  ア 校舎・体育館  鉄骨造 地上４階建て 19.75ｍ 

  イ 屋外倉庫    木造 平屋建て 3.47ｍ 

（８） 建築面積 

  6,459.53 ㎡ 

（９） 延床面積 

  17,660.82 ㎡ 

２ 通学区域の検討状況

（１） 児童推計による検証 

・令和 13年度頃にピークを迎え、予測児童数は約 1,300 人、予測学級数は約 40 学級を見込む。 

・少なくともピーク時までは大規模共同住宅が建設される地域のみを通学区域とする必要がある。 

年度 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

児童数 581 790 993 1,149 1,238 1,284 1,306 1,281 1,208 1,137 

学級数 19 26 32 36 39 40 40 39 37 35 

（２） 検討スケジュール 

・通学区域の検討内容や基本的な考え方について、アンケート等の実施前に周辺地域（主に小倉３丁目地

域）へ説明 

・大規模共同住宅から、すでに小倉小学校及び東小倉小学校へ通学している児童に対する開校時特例措置を

検討（児童・保護者を対象としたアンケートを実施） 

・アンケートに基づき、学校ヒアリング及び調整の実施 
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